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高病原性鳥インフルエンザの防疫対策強化を！！ 
 10 月 31 日、大田市の養鶏農場にて高病原性鳥イン

フルエンザが発生し、約40万羽の鶏を殺処分しました。

島根県内での高病原性鳥インフルエンザの発生は、平成

22 年以来 14 年ぶりとなります。多くの関係機関の皆

様のご協力のおかげで、11 月 10 日に防疫措置が完了

しました。 

 今年の高病原性鳥インフルエンザの発生状況は、猛威

を振るった令和 4 年度（26 道県 84 事例）に匹敵する

頻度で発生が認められています。家畜伝染病の感染経路

の１つとして、野鳥や野生動物による病原体の持ち込み

が考えられます。対策の具体例は、ネズミや衛生害虫の

駆除、野生動物侵入防止の防鳥ネット・防護柵などになります。他にも、農場従事者によ

る病原体の持ち込みを防ぐために、踏込消毒槽、専用衣服・長靴への履き替え、手指消毒

などを徹底し、農場への病原体進入を防ぎましょう。養鶏農場の皆様におかれましては、

引き続き、飼養衛生管理基準を順守した防疫対策の実施をよろしくお願いいたします。鶏

を飼養されている方に限らず、豚や牛を飼養されている方も家畜伝染病に対する防疫対策

を今一度ご確認ください。 

発生農場における消毒 
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家きんにおける高病原性鳥インフルエンザの発生状況 

（令和 6 年 12 月 10日現在） 農林水産省 HPより引用 

農林水産省 HP より引用 



家畜人工授精用精液等を適切に管理していますか？ 

令和２年に、『家畜改良増殖法』が一部改正されるとともに、『家畜遺伝資源に係る不正

競争の防止に関する法律』が施行されました。これらにより、家畜人工授精所以外が精液・

受精卵を他人に譲渡することが禁止され、譲り受けや譲り渡しなどを行う際は流通履歴を

帳簿に記録することが義務付けられました。さらに、和牛の精液、受精卵は知的財産とし

ての価値を保護する観点から、契約に違反した使用・譲渡、海外への輸出などが禁止され、

悪質性の高い不正行為については、罰則が適用されます。また、不正流通を疑う事案が発

覚した場合は、家畜人工授精所の許可の有無に関わらず、立入検査が実施されています。

牛の遺伝資源を利用している方々は、長年にわたる育種改良の努力による『国の財産』を

引き続き適切に管理していきましょう。 

冬期に効果的な消毒とは？ 

普段、長靴などの消毒に使用している消毒薬（アストップ、クリアキルなど）は、気温

が低くなると消毒効果が低下します。また、踏込消毒槽に糞などが混入すると、消毒効果

はさらに落ちるため、長靴の汚れをしっかり落とす必要があります。なお、冬期の消毒に

は、低温でも効果が期待できる消毒液を使用することにより、効果的な消毒を行うことが

できます。特に気温が氷点下の場合は、融雪剤や消毒液用不凍液などを添加することによ

り、消毒液の凍結を防ぐことができ、効果的な消毒が可能になります。 
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塩素系消毒薬 または複合製剤（オルソ製剤） 

塩素系消毒薬 ＋ 融雪剤（塩カル等） 

塩素系消毒薬 ＋ 不凍液（プロピレングリコール、メタノール） 

逆性石けん消毒薬、塩素系消毒薬、複合製剤（オルソ製剤）など 

※酸性の消毒薬（ビルコン S など）とアルカリ性の消毒薬（消石灰など）を混ぜると消毒効果が期待

できません。詳しくは、家畜保健衛生所にお問い合わせください。 

種雄牛センター 

（家畜人工授精所） 
家畜人工授精所A 

畜産農家 a（自家利用のみ） 

【家畜人工授精所の許可無し】 

家畜人工授精所B 

家畜人工授精所C 
畜産農家 b（自家利用のみ） 

【家畜人工授精所の許可無し】 
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OK 
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禁止 
禁止 

禁止 精液等の譲渡ルール 
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国内でランピースキン病が発生 

11 月に福岡県の乳用牛を飼養している農場にて、国内で初めてとなるランピースキン

病の発生が確認されました。この病気はランピースキン病ウイルスを原因とする皮膚に結

節や水腫、発熱、泌乳量の低下などの様々な症状を示す感染症です。蚊、サシバエ等の吸

血昆虫が牛を吸血することにより感染が拡がります（機械的伝播）。また、ウイルスが付着

した器具などにより感染することもあるため、日常から農場内に持ち込むモノは洗浄・消

毒の徹底をよろしくお願いいたします。なお、まん延防止対策として、感染牛の移動およ

び生乳出荷などが自粛になります。現在、福岡県では発生農場付近の農場にて、ワクチン

接種が始まりました。島根県で

は、NOSAI 島根とランピースキ

ン病に関する協力体制を構築し

ておりますので、万が一、ランピ

ースキン病を疑う症状を発見し

た場合は、かかりつけの NOSAI

獣医師等に相談してください。 

 

西部家畜市場の活性化に向けた取組みについて 

11 月に開催された西部子牛市場では、上場子牛に対して牛伝染性リンパ腫（BL）の陰

性表示が行われました。これは和牛改良組合などが中心となり、子牛市場の活性化に向け

た取り組みの 1 つになります。BL 清浄化の取組みにより、繁殖素牛の購買者のみならず、

肥育素牛の購買者にも BL 発病によるリスク回避による他市場との差別化をアピールする

ことができると想定されています。 

BL は牛伝染性リンパ腫ウイルスの感染により引き起こされる腫瘍疾患になります。と

畜場にて BL と診断された場合は、食用に供することができず、全部廃棄となり、肥育農

家の損失につながります。この病気には治療法はなく、ワクチンもないため、防疫対策が

重要となります。農場の清浄化に向けた取り組みを検討している方は家畜保健衛生所まで

ご相談ください。 

感染牛の皮膚結節    農林水産省HPより引用 

◎清浄化に向けた取り組み例 
・感染牛の把握（吸血昆虫の少ない秋～冬） 

・日常の作業：非感染牛から行う。 

・吸血昆虫の対策（防虫ネットやアブトラップなど） 

・牛の配置（隔離舎）：感染牛と非感染牛が接触しないように配置する。 

・年齢や生産性を考慮しながら優先順位をつけて更新計画を立てる。 

・感染メス牛の後継を作出したい場合は、体内受精卵の採卵・移植を用いる。 
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美味しまねゴールド認証の取組み ～L1.家畜の飼養管理～ 

島根県版 GAP である美味しまねゴールド認証は、様々な安全・安心な畜産物を生産す

るための取組みの１つです。美味しまねゴールド認証では、畜産専用項目として L1～L８

の管理すべきポイントが定められています。この取り組み内容を少し紹介します。 

『L１ 家畜の飼養管理』の項目は、主に飼養衛生管理基準とアニマルウェルフェアの遵

守が求められています。飼養衛生管理基準とは、農場に病原体を侵入させない、拡げない

対策が示されたものです。家畜の飼養者は、年に１回チェックリストを用いて、自農場に

おける飼養衛生管理基準の順守状況を確認し、家畜保健衛生所に報告（定期報告）するこ

とが家畜伝染病予防法に義務付けられています。また、農場における飼養衛生管理状況を

確認するため、家畜保健衛生

所が定期的に立入検査を実

施しています。この機会を利

用し、自身が行ったチェック

リストの内容と家畜防疫員

の指摘事項を照らし合わせ

てもらうことにより、防疫対

策の向上につながります。他

にも、飼養している家畜が、

家畜伝染病の特定症状を示

した場合の通報ルールの整

理などが求められています。 

アニマルウェルフェアの遵守では、不要なストレスや苦痛がないような飼養管理、輸送、

安楽死をするにあたり、アニマルウェルフェアに配慮した対策が求められます。アニマル

ウェルフェアに関する詳しい内容は、「畜種ごとの飼養管理等に関する技術的な指針」に示

されており、農林水産省の HP を参照してください。また、技術的な指針の内容を遵守し

た管理ができているかをチェックリストにて確認することができます。 

（https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/230726.html） 

特定症状の通報    農林水産省 HP より引用 
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【アニマルウェルフェアの例：円型給餌器（育成豚用）】 

給餌器は、餌を食べている時に、他の豚に邪魔されな

いことが重要になります。多くの豚が同時に食べるこ

とができる給餌器等は、闘争の機会を減らし、アニマ

ルウェルフェアの向上につながります。 

 

農林水産省 HP より引用 


